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開業後、苦労する点を起業家に質問すると、まずで

てくるのは顧客開拓で、次に資金繰りと言われていま

す。起業するのは素晴らしいことですが、開業資金の

調達はどの方も苦労されているようです。 

そこで今回は、創業時の助成金で該当者が多いもの

として「受給資格者創業支援助成金」についてお伝

えしたいと思います。助成金はご存知の方も多いかと

思いますが、頂けるお金で返済の必要がありません。

 

１．受給要件 
 

(１) 雇用保険の受給資格に係る離職日における算定

基礎期間が５年以上ある受給資格者が設立した

法人等(※)であること。 

 

(２) 法人等を設立する前に、公共職業安定所に「法

人等設立事前届」を提出していること。 

 

(３) 法人等を設立した日の前日において、当該受給

資格に係る支給残日数が１日以上であること。 

 

(４) 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事

するものであること。 

 

(５) 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、か

つ、代表者であること。  

 

(６) 法人等の設立日以後３か月以上事業を行ってい

るものであること。  

 

(７) 創業後１年以内に継続して雇用する労働者を雇

い入れ、雇用保険適用事業の事業主となること。

 

※法人等とは法人の場合は法人設立登記を行うこと

をいい、個人の場合は事業開始することをいいます。

２．受給額  
 

創業後３か月以内に支払った経費の３分の１ 

支給上限：１５０万円まで  

創業後１年以内に、雇用保険の一般被保険者を２名

以上雇い入れた場合は、５０万円上乗せ 

＊助成金の支給は２回に分けて行われます。  

○受給対象となる経費 

法人登記手続費用、経営コンサルタントの相談経費、

事務所の賃貸料、改装費用等です。 

 

雇用保険料を５年以上（給与天引きで複数の会社で

の勤務の合算可）払っている方が創業した場合は、大

よそ該当すると思います。ポイントは、会社なら設

立登記の前、個人事業なら開業届等の届出前に申請

することが必要です。会社を作ってからでは申請で

きなくなります。 

他にも注意しなくてはいけないのは、前職を辞めた

際に失業手当をもらう方も多いと思いますが、その受

給額の全部をもらってしまうと、創業支援助成金はも

らえません。少なくても支給残日数が 1 日以上残っ

ていないといけません。 

また、助成金の対象が「創業後 3 か月以内に支払っ

た経費の３分の１」ですから、なるべく必要なものは、

この期間内に支払った方が得策といえます。 

さらに「中小企業基盤人材確保助成金」等、他の助

成金と併用できる場合もあります。まずは上記の受給

要件を参考に該当するか確認し、該当するようであれ

ば、是非開業前に準備を行うようにしましょう。当事

務所では、助成金の申請からその後のフォローまで行

ってくれる社会保険労務士と業務提携しております

ので、これから開業し、申請をご検討の方は、どうぞ

お気軽のご相談下さい。 

以上

 


